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平成１７年３月期 個別財務諸表の概要の一部追記・修正の件 

 
平成 17年５月 16日付で開示いたしました「平成 17年３月期 個別財務諸表の概要」につきまし
て、一部追記・訂正がありますので下記の通りお知らせいたします。 
なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 
記 

 
○個別財務諸表の概要 財務諸表等 貸借対照表（個別－2 ﾍﾟｰｼﾞ） 
 （訂正前） 

当事業年度 

（平成17年３月31日） 

前事業年度 

（平成16年３月31日） 

 

期 別 

科 目 金  額 構成比 金  額 構成比 

増 減 

3. 投 資 そ の 他 の 資 産  2,585,390 9.0 2,616,573 9.1 △31,183

 投 資 有 価 証 券 ※２ 489,944 402,074  87,869

 関 係 会 社 株 式  927,000 927,000  ―

 出 資 金  70,235 83,479  △13,244

 従業員に対する長期貸付金  3,058 3,697  △639

 破産債権、再生債権、その

他これらに準ずる債権 
 6,588 6,660  △72

 長 期 前 払 費 用  102,906 138,320  △35,414

 繰 延 税 金 資 産  130,572 189,466  △58,894

 保 険 積 立 金 ※２ 652,497 652,472  25

 そ の 他 ※２ 233,626 248,762  △15,135

 貸 倒 引 当 金  △31,038 △35,360  4,322

資 産 合 計  28,655,962 100.0 28,665,728 100.0 △9,765

 

 －1－ 



 －2－ 

（訂正後） 
当事業年度 

（平成17年３月31日） 

前事業年度 

（平成16年３月31日） 

 

期 別 

科 目 金  額 構成比 金  額 構成比 

増 減 

3. 投 資 そ の 他 の 資 産  2,585,390 9.0 2,616,573 9.1 △31,183

 投 資 有 価 証 券 ※２ 548,909 402,074  146,834

 関 係 会 社 株 式  927,000 927,000  ―

 出 資 金  11,270 83,479  △72,209

 従業員に対する長期貸付金  3,058 3,697  △639

 破産債権、再生債権、その

他これらに準ずる債権 
 6,588 6,660  △72

 長 期 前 払 費 用  102,906 138,320  △35,414

 繰 延 税 金 資 産  130,572 189,466  △58,894

 保 険 積 立 金 ※２ 652,497 652,472  25

 そ の 他 ※２ 233,626 248,762  △15,135

 貸 倒 引 当 金  △31,038 △35,360  4,322

資 産 合 計  28,655,962 100.0 28,665,728 100.0 △9,765

 
○個別財務諸表の概要 財務諸表等 表示方法の変更（個別－8 ﾍﾟｰｼﾞ） 
 （訂正前） 

当事業年度 

（自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成15年４月１日 

  至 平成16年３月31日） 

― (損益計算書) 

前期まで区分掲記しておりました「保険返戻金」は、営

業外収益の総額の100分の10以下になったため、営業外収益

の「その他」に含めて表示することにしました。なお、当

期における「保険返戻金」の金額は、8,303千円であります。

 

前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示しており

ました「雑品売却収入」は、営業外収益の総額の100分の

10を超えることになったため、区分掲記することに変更し

ました。なお、前期における「雑品売却収入」の金額は、

10,793千円であります。 

 （訂正後） 
当事業年度 

（自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成15年４月１日 

  至 平成16年３月31日） 

(貸借対照表) 

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第

97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月１日

より適用となったこと及び「金融商品会計に関する実務指

針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15日付

で改正されたことに伴い、当事業年度から投資事業有限責

任組合及びこれに類する組合への出資（証券取引法第２条

第２項により有価証券とみなされるもの）を投資有価証券

として表示する方法に変更しました。 

なお、当事業年度の「投資有価証券」に含まれる当該出資

の額は58,965千円であり、前事業年度における投資その他

の資産の「その他」に含まれている当該出資の額は72,209

千円であります。

(損益計算書) 

前期まで区分掲記しておりました「保険返戻金」は、営

業外収益の総額の100分の10以下になったため、営業外収益

の「その他」に含めて表示することにしました。なお、当

期における「保険返戻金」の金額は、8,303千円であります。

 

前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示しており

ました「雑品売却収入」は、営業外収益の総額の100分の

10を超えることになったため、区分掲記することに変更し

ました。なお、前期における「雑品売却収入」の金額は、

10,793千円であります。 

 


